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告     示 

和歌山県告示第182号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第59条第1項の

規定により、指定自立支援医療機関（精神通院医療）を次のとおり指定したので公示する。 

令和8年3月10日 

和歌山県知事 宮 﨑   泉  

医療機関の名称 医療機関の所在地 

主として担当する医師 

（薬剤師）の氏名又は指定 

訪問看護事業者等の名称 

指 定 

年月日 

まろクリニック 田辺市下万呂393-5 大浦義典 
令和 

8.3.1 

 
和歌山県告示第183号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第59条第1項の

規定により、指定自立支援医療機関（精神通院医療）を次のとおり指定したので公示する。 

令和8年3月10日 

和歌山県知事 宮 﨑   泉  

医療機関の名称 医療機関の所在地 

主として担当する医師 

（薬剤師）の氏名又は指定 

訪問看護事業者等の名称 

指 定 

年月日 

訪問看護ステーションふるさ

と 

田辺市高雄三丁目19番11号 高雄事務

所1F 
有限会社紀南リハビリ研究所 

令和 

8.3.1 

 

    訓     令 

和歌山県訓令第2号 

庁中一般  

 各 か い  

和歌山県会計事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和8年3月10日 

和歌山県知事 宮 﨑   泉  

和歌山県会計事務決裁規程の一部を改正する訓令 

和歌山県会計事務決裁規程（昭和62年和歌山県訓令第15号）の一部を次のように改正する。 
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次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 
  

（代決） 
第９条 略 
２・３ 略 
４ 前項の規定にかかわらず、会計専門員又は会
計駐在員の職にある出納員の決裁を要する事案
について、当該出納員が不在のときは、あらか
じめ当該出納員が指定する会計職員がこれを代
決することができる。 

５ 略 

（代決） 
第９条 略 
２・３ 略 
 
 
 
 
 
４ 略 

  

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 


